紙面作成課題について

＜令和８年度「広報ひがしよどがわ」記事編集方針＞
令和８年度東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」（令和８年５月号～令和９年４月号）はタブロイド判８面（特集増刷面掲載時は12面）を次のように構成します。（※原則であり、選挙や大阪市全体の重点広報項目等には臨機応変に対応します。）
１面「表紙」
時宜に合わせ、区として一番発信したい情報（原則として一分野）について、写真を中心に発信します。なお、広報紙全体の訴求効果を高めるため、原則として１面は写真（１～２枚）・記事見出しとリード文＋α・関連するSDGｓアイコン・広報紙全体の紹介（ＴＯＰＩＣＳ）のみとし、１面の写真に関する記事は最終面（８面または12面）に掲載します。
２面～４面「行政情報」「お知らせ情報」
３列構成で７つのコーナー（「手続き」、「まちづくり・にぎわい」、「子育て・教育」、「健康」、「安全まちづくり」「施設からのお知らせ」、「その他」）を設け、それぞれの情報を発信します。
特集増刷面（年３回　７・11・３月を予定）
　２面ないし４面まとめての情報発信が必要なものや、見開きで地図を使用する記事等を配置します。
５面～７面（特集増刷面掲載時は9面～11面）「大阪市民のみなさんへ」
　「大阪市民のみなさんへ」は５面～７面（特集増刷面掲載時は９面～11面）に配置します。区面を１面～４面（＋特集増刷面）及び最終面（８面または12面）とすることで連続性をもたせ、読み手にとって判りやすい配置とします。
最終面（８面または12面）その月の一番発信したい情報（１面に関する詳細記事）
　最終面（８面または12面）についてはその月の一番発信したい情報について、その事業に関わる“人”“施設”に登場してもらい、より「地域の想い」「現場の想い」を発信することで、読者が共感し、その後の行動に繋がる記事作成をめざします。
内容の充実のため、令和８年度は12回分の取材委託を行います。尚、１面・最終面（８面または12面）の記事につきましても、区役所所管業務のみでなく、当区を所管する各事業所事業も対象とします。
また、企画編集業務委託受託事業者からもテーマ候補の提案を受け、必要に応じて協議のうえ、決定します。
その他
各記事とも極力、地域や学校を横並びで全て紹介するような状況は排し、代表的な１～２事例を紹介する形とします。
また、SDGsは現在大阪市が進めている様々な取組と密接な関わりがあり、SDGsを推進する観点から、関連事業等を特集記事として積極的に発信するとともに、東淀川区の発信する記事とSDGsの関連を読み手に周知するため、該当するSDGsアイコンを可能な限り記事に明記するほか、関連が分かりにくいものに対してはSDGs一言コメントを追加するなど、SDGs推進の取組を紹介する形とします。
●課題の作成にあたっては、下記事項に留意すること。
紙面数　:　５ページ分（表紙（１面）・中面（２～４面）・最終面（８面））
提出部数　:　７部
規格・仕様　:　下記実際の印刷時の仕様を参考に近い仕様で提案すること
	規　　格
	用　　紙
	上質紙（坪量64.0ｇ/㎡以上）

	
	仕上がり
規　　格
	タブロイド判

	
	印 刷 色
	両面印刷（プロセスカラー）


紙面構成は横書きを基本(左開き)
＜共通事項＞
(1)紙面は令和８年10月号No.366　を想定したものとする。
(東淀川区広報紙 １面(表紙)、２面、３面、４面、最終面（８面）を想定)
(2)中面は３列構成とし、７つのコーナーで分けること。横幅は２列分あるいは３列分使用してもよい。
　　　(例)
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(3)組版にあたっては、誰もが読みやすいユニバーサルデザインで作成すること。
(4)各紙面に掲載する記事のテキストデータ及び写真データについては、特に指示があるものを除き、当区から提供したものを使用すること。データは別途提供する。
※写真データのサイズ変更及び加工は自由とする。
(5)各紙面の作成にあたっては、当区から提供するテキストデータ及び写真データのほか、適宜提案者が用意したイラスト・写真・図柄を自由に配置できることとする。また、必要に応じてキャッチコピーも挿入できることとする。
(6)東淀川区キャラクター 「こぶしの みのりちゃん」の使用については、下記使用方法の記載内容を確認すること。
※既存のポーズバリエーションに加え、ポーズや表情の改変、物品の付加を行うことは可能です
[image: image3.emf]
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※下記使用禁止例の他、年齢や性別、キャラクターの持つイメージの印象等を改変したり、乗り物等に乗る、キャラクターを増殖させる等の大きな改変は著作権上行えません。
[image: image5.emf]
 (7)各紙面の作成にあたっては、当区から提供するテキストデータのうち、内容が変わらない程度において、文字を省略または図などへ変更することを認める。
　　　(例)問合せ　⇒　問　

　　　　　電話　　⇒　(　など
(8)各ページに仕様書の通り次の広告枠を配置すること
１・２・３・最終面（８面）　最下段　　縦50mm×横126mm×２枠
	広告
縦50mm×横126mm×２枠


４面　最下段　　縦50mm×横126mm×１枠
	広告
縦50mm×横126mm×１枠


（9）青字はレイアウト指示
【1面】
発行日:毎月１日(４月号は３月31日)
東淀川区キャラクター「こぶしの みのりちゃん」（「こぶしの」の後ろに半角スペース）＋季節のアイテム
LINE（ライン）　https://page.line.me/qvu6826b?openQrModal=true　QRコード化　
X（旧Twitter）　https://twitter.com/kobushinominori　QRコード化
YouTube（ユーチューブ） https://www.youtube.com/channel/UC7of9qyhphe5Y9DNHRyJ8Ig　QRコード化
Facebook（フェイスブック）
https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000284671.html　QRコード化
区の花「こぶし」
発行：東淀川区役所　〒533-8501　大阪市東淀川区豊新2-1-4　区役所代表　電話06-4809-9986　ファックス06-6327-1920
各記事についての問合せは、各問合せ先にお願いします。
広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、東淀川区が推奨するものではありません。
東淀川区ホームページ　http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/　QRコード化
■区の面積13.27km2　■区の人口179,123人　■区の世帯数106,212世帯<令和８年９月１日現在推計>
≪こどもの居場所≫
(※写真は１面及び８面共通　１枚使用、複数枚使用、どちらでも可　すべて使用する必要はない。）

SDGｓロゴ　No,１、２、３、４、10、11、12、17
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こどもに関する課題を「他人事」ではなく、一人ひとりが「我が事」と捉え、地域住民と社協、地域団体、民生委員・児童委員、社会福祉施設、企業・団体などが一体となって、こどもの食や学習の支援をはじめ、こどもたちが身近に行くことができる居場所づくりを推進しています。
詳しくは８面
【２面～４面】
掲載順：手続き→まちづくり・にぎわい→子育て・教育→健康→安全・安心→施設からのお知らせ→その他
手続き≪令和９年4月に小・中学校へ入学される方の学校選択制希望調査票の提出締切日は10月30日（金）です！≫
8月末～9月上旬に配付した「学校案内」に同封の《学校選択制希望調査票》について、提出期限までに窓口へお持ちいただくか、同封の返信用封筒にて提出してください。学校選択制を希望されない場合や、市立の小・中学校以外へ入学予定の場合も必ず提出してください。
対象：令和９年4月に小・中学校へ入学予定のお子さんの保護者
提出期限：窓口持参、送付とも10月30日（金）必着

【問】住民情報　1階5番　TEL：06-4809-9963
手続き≪お出かけは敬老パスで！出張所でも手続きが可能です≫
区にお住まいの70歳以上の方は、区役所または出張所で敬老優待乗車証（敬老パス）の申請手続きができます。カラーの顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝）と本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカードなど）をご持参ください。申請受付からお届けまで約1か月半かかります。敬老パスがあれば地下鉄やバスに１回50円で乗れますので、冬のお出かけにぜひお役立てください。
問：高齢者・障がい者　2階27番　TEL:06-4809-9845
　　区役所出張所　TEL: 06-6322-0731
まちづくり・にぎわい≪花と緑と生き物を楽しく学びませんか？≫
花や緑、そしてそれらに関わる生き物についての講習会です。地域の緑化の最前線で活躍されている方のお話と、それにまつわる生き物(野良猫、ダニやアリなど)について実際にあった事例をもとに楽しくてためになるお話をさせていただきます。実技で使用する花苗や種はお持ち帰りいただけます！お申し込みお待ちしております。
【日　時】1月23日（火） 14：00～15：30
【場　所】区役所 ３階　304会議室

【定　員】30名（先着順）
【費　用】無料
【申　込】不要

【講　師】大阪市グリーンコーディネーター、区役所担当職員

【問合せ】生活環境2階　23番　TEL:06-4809-9973
まちづくり・にぎわい≪淀川アーバンキャンプ2026秋参加者募集≫
今春に続き第2段！淀川の自然を満喫しながら学習できる親子キャンプや当日でも参加できる楽しい水辺のアクティビティなどをご用意してお待ちしています。（※一部予約制プログラム有り）
【日程】10月18日（土）～11月4日（月）（※金土日祝開催）

【場所】淀川河川公園西中島地区およびその周辺
【内容】

・親子で楽しむグローイングアップキャンプ

・淀川の水辺を活かしたアクティビティ体験

・キャンプ用品展示、夜市

・小型リムジンボートで体験するナイトクルーズ
【申込】　電話にて受付（先着順）

【主催】　国土交通省淀川河川事務所・大阪商工会議所
【問合せ】（一財）公園財団　TEL：06-6994-0006（9:00〜17:30）
子育て・教育≪保健福祉センターで実施します≫
●プレママパパのためのマタニティクラス（妊婦教室）（無料・要予約）
３つのコースⒶⒷⓒで開催します。
日程についてはHPをご確認ください。ご予約はお電話ください。
【内容】Ⓐ歯科衛生士・栄養士の話（妊婦歯科健診無料）
Ⓑ保健師の話
ⓒ助産師の話

いずれも13：30～15：30
【持ち物】母子健康手帳・筆記用具・冊子「わくわく」
【問合せ】健康相談　2階24番　℡4809-9968
※https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000593628.html
●妊婦歯科健診（無料・要予約）
日時： 11月4日(水)　13:30～13:45
【問合せ】健康相談　2階24番　℡4809-9968
●助産師による専門相談（無料・要予約）
妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。
【日時】10月26日（月）13：30～15:30（30分ごとの予約）
【問合せ】健康相談　2階24番　℡4809-9968
子育て・教育≪リアルベビー人形で育児体験しませんか？≫
初めての子育ては、ワクワクやドキドキでいっぱい。「赤ちゃんが泣き止まなかったらどうしよう…」「産後のお母さんの負担を減らしたい！」と思っているお母さんの周りの方、みんなで一緒に育児体験をしてみませんか？ご参加お待ちしています！
☆お世話体験してみよう
・助産師の話
・リアルベビー（お世話をすると泣き止む人形）を使ったお世話体験
・沐浴・着替え体験
・地域子育てサロンや保育所入所などの子育て関連情報の案内
日時及び場所：①10月25日（日）10：30～12：00　集団検診室（区役所2階）
②11月29日（日）10：30～12：00　おやこひろば・菅原（菅原7-10-3）
対象：区内在住の初めて出産を迎えるお父さんやおじいちゃん、おばあちゃんと子育てに関心のある地域の方
申込：大阪市行政オンラインシステムより予約
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男性が赤ちゃんを抱っこしているイラスト
【問合せ】子育て・教育　2階25番　TEL：06-4809-9854
子育て・教育≪第7回 えほんまつり≫
日時：10月11日（日）10：00～
場所：区民ホール（区役所　3階）
内容：
１　あそびうたライブ

２　絵本読み聞かせライブ

３　ワークショップ（要申込）

４　絵本原画展

５　絵本コーナー・ラクガキコーナー
【問】子育て・教育　2階25番　tel：06-4809-9854
健康≪健康掲示板≫
特定健康診査・後期高齢者医療健康診査　　無料・予約不要
	日時
	10月24日（土）9：30～11：00

	場所
	区役所

	対象
	国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している40歳以上の方

	持ち物
	受診券・被保険者証（マイナ保険証などを含む）


結核健診　　無料・予約不要
	日時
	10月15日（木）10：00～11：00

	場所
	保健福祉センター（区役所２階）

	対象
	市内在住で15歳以上の方


各種がん検診　要予約
スマートフォンなどを利用した行政オンラインシステムからでも集団検診の予約が可能です。
オンラインでの予約には、事前登録が必要です。
詳しくはこちら
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問合せ：保健企画　2階22番　TEL：06-4809-9882
健康　≪食育レシピ　秋の香り感じる♪和風きのこピラフ≫
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材料（2人分）
米 ・・・・・・・・・・・ 140g

ちりめんじゃこ ・・・ 大さじ1

玉ねぎ ・・・・・・ 小1/3個

しいたけ ・・・・・・・・ 20g

エリンギ ・・・・・・・・・ 30g

しめじ ・・・・・・・・・・ 30g

ホールコーン（缶） ・・・ 30g

バター ・・・・・・ 大さじ1/2

ブラックペッパー ・・・ 少々

ポン酢醤油 ・・・ 大さじ1と1/2

酒 ・・・・・・・・・ 小さじ1と1/2
水 ・・・・・・・・・・・ 160ml
作り方
① 米は洗い、30分程度水に浸しておく。
② 玉ねぎは粗いみじん切り、しいたけ、エリンギは薄切り、しめじは石づきを取りほぐしておく。

③ フライパンを熱し、バターで②とちりめんじゃこ、コーンを炒め、ブラックペッパー、ポン酢醤油で味付けし、冷ましておく。

➃ ①の米をざるにあげ、炊飯器に入れ、③、酒、水を加えて軽く混ぜて炊く。

レシピ提供・作成：東淀川区食育推進ネットワーク委員会（食生活改善推進員協議会）
健康≪こころの健康サポート情報　精神保健福祉相談≫
身近な相談窓口として、精神保健福祉相談員や保健師が、心の健康相談を実施しています。必要に応じて、精神科医師による相談や、こころの健康センターが実施する専門相談などを紹介します。受診が必要か迷っている、家族の対応方法について悩んでいる、どこに相談したらよいかわからないなど一人で悩まず、まずはお電話でご相談ください。

実施日：平日9：00～17：30
【問】健康相談　2階24番　TEL:06-4809-9968
健康≪保健師の健康一口メモ　かからない！うつさない！インフルエンザ！≫　
インフルエンザは感染力が強く、咳やくしゃみによって感染します。普通の風邪と違い、咳や鼻水に加えて、突然38度以上の熱が出たり、頭痛や関節痛などの症状が出ます。体の抵抗力を高めるために、普段から生活リズムを整え、バランスの良い食事や十分な睡眠をとりましょう！
★手洗いをしよう！ ～かからないために～
●帰宅したとき ●調理や食事の前 ●咳やくしゃみの後 など、こまめな手洗いを心がけましょう。
汚れが残りやすいところ
●指先や爪の隙間  ●指の間 ●親指、手首  ●手のしわ
★マスクをしよう！ ～うつさないために～
咳やくしゃみがあるときは ●マスクの着用 ●口と鼻をティッシュで覆う ●周りの人から顔をそらせる など、咳エチケットを心がけましょう。
【問】健康相談　2階24番　TEL:06-4809-9968
健康≪健康づくり教室≫　
慢性下痢の原因もさまざまで、ふだんの生活で飲酒や常用されている薬を調節するだけで改善する場合もあります。一方で、中には早期に発見しないと大変な病気が隠れているかもしれません。慢性下痢でお悩みの方は、ぜひご参加ください。
日時：10月14日（水）14：00～（13：30開場）
場所：東淀川区医師会館 3階講堂（豊新2-3-7）

テーマ：長引く下痢でお困りじゃないですか？

定員：20名（先着順）※マスク着用
費用：無料
申込・問合せ：東淀川区医師会　tel：06-6320-2226
安全まちづくり≪“もしも”のときの…「救急カプセル」～必要な情報を救急隊員に～≫
ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方、また高齢世帯などの方が、自宅で具合が悪くなったとき、救急隊員が必要な“もしも”のときの安全と安心を守る取組です。
救急搬送時に必要な「かかりつけ病院」「持病」などの情報を記したカードをカプセル（ペットボトル）に入れ、冷蔵庫に保管します。また、保管場所がわかるように事前に専用シールを玄関内、冷蔵庫、ボトルに貼り付けておきます。ひとりでも多くの方がこの救急情報によって救われるよう、取り組みたいと思われるお世話役の方はご連絡ください。すでに保管している方は、「救急情報カード」の内容に変更がないかをご確認ください。
【問】安全まちづくり　１階８番　TEL：06-4809-9820
施設からのお知らせ ≪人生100年時代を輝いて生きるための「エンディングノート」＋講師に何でも質問できる「スペシャルclass」≫
「エンディングノート」の書き方を実践的に学ぶ「講義」と、「エンディングノート」について講師に何でも質問できる「スペシャルclass」を行い、受講者の皆さんが「エンディングノート」を仕上げる講座です。

使用する「エンディングノート」は講師から受講者の皆さんへ無料進呈します。

日時：【講義】12月4日(金)14：00～16：00

【スペシャルclass】12月11日(金)・18日(金)14：00～15：30
※「スペシャルclass」のみの参加はできません。

定員：30名(先着順)　※「スペシャルclass」に参加される方は申込時にお伝えください。

申込：電話または来館

費用：【講義】1,000円 【スペシャルclass】1回500円

講師：竹内 奉正(NEXTAGE研究所・所長)

問合せ：東淀川区民会館　tel：06-6379-0700
施設からのお知らせ ≪鳴りますか？住宅用火災警報器≫
住宅用火災警報器は古くなると電子機器の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。

設置年月を確認し、設置10年を目安に本体の交換を検討しましょう！

【住宅用火災警報器の点検方法】

本体のボタンを押す。または、紐を引く。

正常な場合、正常を知らせる音が鳴ります。

住宅用火災警報器の点検を定期的に実施し、防火意識を高めましょう！

問合せ：東淀川消防署　TEL：06-6320-0119
施設からのお知らせ ≪１０月は３R推進月間！≫
3Rって何？

Reduce（リデュース）…減らす

Reuse（リユース）…繰り返し使う

Recycle（リサイクル）…再資源化する

●回収ボックスを利用してください

　電池・蛍光灯・水銀体温計・使用済小型家電・インクカートリッジは東淀川区役所や東淀川区役所出張所、環境事業センターに設置の回収ボックスをご活用ください。

●粗大ごみのことなら　有料

　粗大ごみ収集受付センター　電話　0120-79-0053
※スマートフォンや携帯電話からは、電話06-6530-1530
●東淀川区ガレージセールを開催します！

日時　10月24日（土）　11：00～15：00　雨天中止

場所　東北環境事業センター（上新庄1-2-20）

内容　ガレージセール・リサイクル工作教室・ごみに関する相談会など

問合せ…東北環境事業センター　電話　06-6323-3511
その他≪10月17日（月）～23日（日）は『行政相談週間』です　お買い物のついでにどうですか？～『行政なんでも相談』を開催します～≫無料・申込み不要
相続・登記・税金・年金・住宅などについて相談できます。普段気になっていることなど、お買い物のついでに話してみてはどうでしょうか？

日時　10月18日（火）10：00～17：00　

会場　なんばウォーク　クジラパーク

参加機関（予定）　大阪法務局、大阪労働局、大阪府、大阪市、日本年金機構、大阪弁護士会、近畿税理士会など

主催・問合せ　近畿管区行政評価局　電話　06-6941-8358
その他≪その問題、専門家が一緒に考えます！専門家による各種相談日　９月1日～10月31日≫
無料・秘密厳守
区区役所で実施　001組あたりの時間(分)　事前事前予約制　当日当日予約制　優先事前予約優先
体調不良とお見受けされる場合は相談をお断りすることがあります。赤字強調
https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/category/3277-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html 　QRコード化
	
	相談日
	予約　TEL（←赤字）・問合せ・相談内容

	弁護士による法律相談
（1案件につき1人1回まで）
区 30 事前
	9月 15(木) 22(木) 29(木)
10月 5(木) 12(木) 19(木) 26(木)
○13:00～17:00
※予約・変更・キャンセルは相談日1週間前の正午から相談日当日の10：00まで専用電話で受付
	専用電話（自動音声案内）
TEL：050-1808—6070
障がいなど身体的な理由で電話申し込みができない方は事前に広聴相談3階32番TEL:06-4809-9683まで

	税理士による税務相談（確定申告期間は実施しません）
区 30 当日
	9月 6(火) 13(火) 20(火) 27(火)
10月 3(火) 10(火)
○13:00～16:00
※予約は当日朝9:00より電話にて受付
※確定申告期間は実施しません
	広聴相談　3階32番　
TEL：06-4809-9683

	宅地建物取引士による不動産相談　
賃貸・売買契約や相続、名義変更など不動産に関する相談
区 30 優先
	9月 なし(水) ○13:00～16:00
	【9月の予約】（←赤字）
全日本不動産協会大阪府本部北支部
TEL：06-6373-1511
（月～金10:00～16:00）

	
	10月 13(金) ○13:00～16:00
	【10月の予約】（←赤字）
大阪府宅地建物取引業協会新大阪支部
TEL：06-6303-0676
（月～金9:00～16:00）

	行政書士による
相談
官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談
区 30 優先
	9月 14(水）
10月 18(水）
○13:00～16:00
	大阪府行政書士会（淀川支部）
TEL：06-7739-8000
（月～金10:00～16:00）

	司法書士による
相談
簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談
区 40 優先
	9月 21(水)
10月 18(水)
○13:00～16:00
	大阪司法書士会北支部
TEL：0120-676-888
（月～金9:00～18:00）

	社会保険労務士による相談
年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談
区 30 予約不要
	9月 28(水)
10月 25(水)
○13:00～16:00
	大阪府社会保険労務士会
TEL：06-4800-8188
（月～金9:00～17:30）

	就労相談
就労に関する情報提供・アドバイス・相談　
区 30 事前
	9月 14(水) 28(水)
10月 4(水) 25(水)
○9:15～12:15
（9:15～11:45は予約不要）
	大阪市地域就労支援センター
（TEL：0120-939-783）
（月～金 10：00～17：00）

	行政相談委員による行政相談
国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談
区 予約不要
	9月 5(月)
10月 2(月)
○14:00～16:00(受付は15:30まで)
	広聴相談　3階32番
TEL：06-4809-9683

	人権相談
事前
	月～金 〇9:00～21:00
日・祝 〇9:00～17:30
※受付は終了時刻の30分前まで
※区役所での出張相談も可
	人権啓発・相談センター
TEL：06-6532-7830　FAX：06-6531-0666
Mail：7830@osaka-jinken.net

	区役所の人権相談窓口
区 予約不要
	月～金 〇9:00～17:30
※土・日・祝・年末年始を除く
	地域　1階9番　
TEL：06-4809-9734　FAX：06-6327-1970

	人権擁護委員による人権相談
(場所)社会福祉法人水仙福祉会　水仙の家１階（小松1-12-10）
予約不要
	9月 6(火)
10月 3(火)
〇13:00～15:30
	大阪法務局
大阪第一人権擁護委員協議会
TEL：06-6942-1196

FAX：06-6942-1627

	犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
予約不要
	月～金 〇9:00～17:30
※土・日・祝・年末年始を除く
	市民局人権企画課（市役所4階）
℡：06-6208-7489　FAX：06-6202-7073

	ひとり親家庭サポーターによる相談
就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談
離婚を考えている方、養育費に関する相談
区 優先
	毎週火・水・木・金曜日 〇9:15～17:30
（祝・年末年始を除く）
	子育て・教育　2階25番
TEL：06-4809-9850

	精神科医による精神保健福祉相談
こころの健康についての専門医による相談
区 事前
	9月  8（木）13：30～
  14（水）13：30～
21（水）10：00～
22（木）13：30～
10月  8（木）13：30～
  14（水）13：30～
18（水）10：00～
26（木）13：30～
	健康相談　2階24番
TEL：06-4809-9968

	コネクションズおおさかによる出張相談
15～39歳までの自立に悩む若者またはその保護者からの相談
区 事前
	10月 13(火)
9月はありません
○14:00～17:00
※予約は開催日前日の18:00まで電話またはFAX（相談希望日・氏名・連絡先を記入）にて受付
	コネクションズおおさか
TEL：06-6344-2660
FAX：06-6344-2677

	防衛省自衛隊
就職・進学出張相談
区 予約不要
	9月 7(月)
10月 なし
〇10:00～15:00
	自衛隊十三募集案内所
TEL：06-6301-0488


≪J:COM出張スマホ講座≫　無料・要予約
【日時】カメラ編：10月22日（木）、ＳＮＳ編：10月23日（金）
　　　【午前の部】10：00～12：00　【午後の部】14：00～16：00
【場所】区役所　3階　304会議室
【定員】各15名
【申込】各講座1開庁日前まで電話にて受付　総合企画　3階32番　TEL：06-4809-9683

≪日曜法律相談≫　無料・要予約
【日時】10月25日 (日) 13:00～17:00
【場所】西淀川区役所（西淀川区御幣島1-2-10）　
【定員】16組(先着順)
【申込】10月16日（金）12：00～ 25日（日）10：00　TEL：050-1808-6070（予約専用）
（AI電話による自動案内。24時間受付。）
≪ナイター法律相談≫　無料・要予約
【日時】11月25日（水）18:30～20:30　
【場所】中央区民センター（中央区久太郎町1-2-27）
【定員】32組（先着順）
【申込】10月9日（金）12：00～ 11月24日（火）17：00
※行政オンラインシステムで予約
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※オンライン予約で定員に満たない場合は、 相談日の18：00時点で来場している相談希望者で抽選を行います。抽選後に空きがある場合は、先着順に受け付けます（各枠の開始10分前締切）。
【問合せ】大阪市総合コールセンター　TEL：06-4301-7285（年中無休　8：00～21：00）
【8面】

≪こどもの居場所≫

1面及び8面共通の画像を適宜使用し、記事を作成
●こどもの居場所って？
「こどもたちが安心して過ごせる居場所」として、学習機会や食事などを提供しています。
こどもの将来の自立に向けて生き抜く力を育む重要な場です。
・食べる

栄養バランスのとれた食事の提供だけでなく、食卓を囲むことでコミュニケーションが生まれます。
配膳準備や調理体験、片付けをとおして、自立もめざします。
使用する食材などは、社会福祉協議会や市が実施するフードドライブ、企業からの寄付で支えられています。

・勉強する
共働き世帯が増え、ご家庭でこどもの勉強のサポートが難しくなりつつあります。
居場所では、面倒な学校の宿題から、日々の勉強でわからない部分もスタッフがサポートします。
・過ごす
こどもが安心して過ごせる環境を提供しています。

屋外で大人や居場所に集まったお友達と遊ぶことはもちろん、ゲーム機、トランプなど屋内での遊び道具もあります。
●地域こども支援ネットワーク事業とは
こども食堂や学習支援など、こどもの居場所活動を始めようと考えているボランティアや団体スタッフなどを対象に、居場所の意義や衛生管理、活動保険に関する知識を学ぶこどもの居場所づくりスタート講座の開催や、こどもの居場所活動に関する相談のほか、助成金による運営や居場所の立ち上げ支援をおこなっています。
また、こどもの居場所活動団体やそれを応援する企業や社会福祉施設、行政や社会福祉協議会などが参加し、情報交換や勉強会を定期的に開催するなど、子供の居場所活動に関する支援を行っています。
お話を伺いました！
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地域こども支援ネットワーク事業 事務局　東　美海さん
「こどもたちが安心して過ごせる居場所」として、区内各地に「こどもの居場所」があります。「こどもの居場所」では、食事や学習機会を提供しています。学校や家庭でもない場所で年齢を問わず地域の人と関わることで、安心やつながりを感じられる場であり、社交性や自主性を身につけられます。
時には「居場所」を出て、協力企業のバックアップのもと、交流イベントや職業体験活動を行うこともあります。学校やご家庭では経験できない社会活動体験ができる点もご好評いただいています。
地域こども支援ネットワークでは「こどもの居場所」を利用してくださる方はもちろん、その活動を支援してくださる方も募集しています。食材やグッズの寄附、「こどもの居場所」の一員として活動してくださる方など、ご支援の方法はさまざまです。こどもたちの未来、そして私たちの地域のために、皆さんの温かいご協力をお願いいたします。
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利用者　後藤　さん
共働きで平日は夜まで家をあけてしまいます。放課後はこどもが一人になってしまうことに不安もあり、どこか安心してこどもが過ごせる場所がないかを探していたところで、「こどもの居場所」を知りました。放課後に学校の宿題を見てもらえたり、同世代のお友達もできたり、こどもも楽しく利用しています。勉強を済ませて帰ってくるので、家では家族団らんの時間が確保できるようになったのもすごく助かっています。区内各地にあるので、選択肢が多く、校区内で探せたのも魅力の一つでした。

「こどもの居場所」の利用には事前予約などが必要な場合があります。
詳しくはHPをご確認ください。

区内のこどもの居場所マップ
https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000602232.html
【問】地域こども支援ネットワーク事業 　事務局　（社会福祉法人）大阪市社会福祉協議会
　　　　　Tel：06-6765-4041　MAIL：kodomo@osaka-sishakyo.jp
子育て・教育　2階25番　tel：06-4809-9854
【欄外】
（1面下）
■広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、東淀川区が推奨するものではありません。
■開庁時間　［平日]9:00～17:30　[金]19:00まで延長(区役所出張所を除く一部窓口)　
  25日（日）9:00～17:30（区役所出張所を除く一部窓口）
※月曜などの休み明けは混雑します。毎週金曜の延長窓口などもご利用ください。
【問合せ】総務　3階31番　℡06-4809-9625
（2面上）
≪納期限のお知らせ≫
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市民税・府民税、森林環境税（第３期分）の納期限は、 11月２日(月)です。納付には口座振替・自動払込が便利です。
（2面下）
・区役所でお手続きの際は、ぜひマイナンバーカードをお持ちください！
マイナンバーカードを活用して、申請書の記入の手間を省くことができます。

（一部対応していない申請書があります）
https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000646767.html　QRコード化
・区役所窓口受付予約

・混雑状況の確認

http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000410053.html　QRコード化
（3面上）

10月7日（水）は東淀川区｢見まもるデー｣　

地域の子どもは地域で守り、子どもが安心して暮らせるまちづくりを推進しましょう！
（3面下）
「広報ひがしよどがわ」は毎月1日(朝刊が休刊の場合は翌日)に新聞折込み（朝日・毎日・読売・産経・日本経済新聞の朝刊）でお届けしています。新聞未購読の方で配送や住所・宛名変更等をご希望の場合は、広報　3階32番（℡：06-4809-9683）又は東淀川区HPより申請してください。点字版・音声版もあります。　東淀川区　広報紙検索
https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000464996.html　　QRコード化
（4面上）
≪東淀川区役所でフードドライブを毎月第２火曜日に開催しています≫
日時：10月13日（火） 13:30～15:30　赤太字
場所：東淀川区役所　１階エレベーター前
問合せ：東北環境事業センター　TEL：06-6323-3511
詳しくはこちらhttps://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000555157.html　 QRコード化
　
（4面下）
市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談　3階32番へ
℡4809-9683　Fax6327-1970
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000000728.html　QRコード化
　東淀川区　ご意見・ご要望検索
　区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア　区長への提案・意見箱」を設置しています。
(8面上)
≪町会加入≫
遠くの親戚より、近くの町会　～助け合い、つながりをつくります～
詳細はこちら　http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000449209.html　QRコード化
【問合せ】地域課　1階9番　TEL:06-4809-9734
(8面下)
◆「広報ひがしよどがわ」10月号は36,000部発行し、1部あたりの発行単価(配付費用含む)は約33円です(そのうち約６円を広告収入で賄っています)。






※











赤ちゃんとお母さんのイラスト


入れてください！








